
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令

和

六

年

号

外

　

　

三
月
二
十
九
日

（　金 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
会
計
監
査
規
程
の
一
部
改
正  

一

警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
の
一
部
改
正  

一

大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正  

二

大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正  

二

保
護
取
扱
規
程
の
一
部
改
正  

三

○
警
察
本
部
訓
令

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

二
九

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
10号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

警
　

察
　

学
　

校
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
　

大
分

県
警

察
会

計
監

査
規

程
（

平
成

16年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

甲
第

19号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

長
　

種
　

田
　

英
　

明
　

　
第

２
条

の
見

出
し

を
「

（
会

計
監

査
責

任
者

）
」

に
改

め
、

同
条

第
１

項
中

「
会

計
監

査
」

の
次

に
「

の
責

任
者

」
を

加
え

、
「

が
行

う
も

の
」

を
削

り
、

同
条

第
２

項
及

び
第

３
項

を
削

り
、

同
条

の
次

に
次

の
１

条
を

加
え

る
。

　
（

監
査

実
施

者
）

第
２
条
の
２
　

本
部

長
は

、
警

務
部

会
計

課
長

（
以

下
「

会
計

課
長

」
と

い
う

。
）

に
会

計
監

査
を

行
わ

せ
る

も
の

と
す

る
。

２
　

会
計

課
長

は
、

会
計

監
査

を
行

う
に

当
た

り
、

補
助

者
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。

　
第

７
条

中
「

会
計

監
査

実
施

担
当

者
」

を
「

会
計

課
長

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附
　
則

                                                                 
　

こ
の

訓
令

は
、

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
11号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
学

　
校

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
警

察
署

及
び

警
察

学
校

の
収

入
及

び
支

出
に

関
す

る
事

務
等

の
決

裁
規

程
（

平
成

21年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
11号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

　
令

和
６

年
３

月
29日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
警

察
本

部
長

　
種

　
田

　
英

　
明

　
　

別
表

第
１

の
１

の
表

の
２

の
項

の
か

い
長

の
欄

第
１

号
及

び
第

２
号

中
「

及
び

物
品

出
納

員
」

を
「

、
物

品
出

納
員

及
び

自
動

支
払

等
分

任
出

納
員

」
に

改
め

、
同

欄
第

11号
中

「
第

43条
第

１
項

」
を

「
第

43条
」

に
改

め
、

同
欄

第
13号

中
「

こ
と

」
の

次
に

「
（

副
署

長
等

専
決

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

」
を

加
え

、
同

欄
第

14号
中

「
支

払
確

認
を

し
、

証
拠

書
類

等
に

確
認

印
を

押
印

す
る

」
を

「
給

与
等

支
給

明
細

書
又

は
証

拠
と

な
る

文
書

に
支

払
確

認
を

す
る

」
に

改
め

、
同

欄
第

15号
中

「
第

63条
第

１
項

本
文

」
を

「
第

63条
第

１
項

」
に

、
「

承
認

し
、

精
算

書
」

を
「

調
査

し
、

精
算

に
係

る
文

書
」

に
改

め
、

同
欄

中
第

16号
を

削
り

、
第

17号
を

第
16号

と
し

、
第

18号
を

第
17号

と
し

、
同

欄
第

19号
中

「
又

は
振

替
通

知
書

」
を

削
り

、
同

号
を

同
欄

第
18号

と
し

、
同

欄
中

第
20号

を
第

19号
と

し
、

第
21号

か
ら

第
31号

ま
で

を
１

号
ず

つ
繰

り
上

げ
、

同
欄

第
32号

中
「

一
件

」
を

「
１

件
」

に
改

め
、

同
号

を
同

欄
第

31号
と

し
、

同
欄

中
第

33号
を

第
32号

と
し

、
第

34号
か

ら
第

36号
ま

で
を

１
号

ず
つ

繰
り

上
げ

、
同

欄
第

37号
中

「
証

拠
書

類
」

を
「

証
拠

と
な

る
文

書
」

に
改

め
、

同
号

を
同

欄
第

36号
と

し
、

同
欄

中
第

38号
を

第
37号

と
し

、
第

39号
か

ら
第

45
号

ま
で

を
１

号
ず

つ
繰

り
上

げ
、

同
項

の
副

署
長

等
の

欄
第

２
号

中
「

第
33条

第
４

項
」

を
「

第
33条

第
５

項
」

に
改

め
、

同
欄

第
６

号
中

「
送

金
取

消
歳

入
組

入
報

告
書

」
を

「
送

金
取

消
し

の
報

告
」

に
改

め
、

同
欄

中
第

９
号

を
第

10号
と

し
、

第
８

号
を

第
９

号
と

し
、

第
７

号
を

第
８

号
と

し
、

同
欄

第
６

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
　

⑺
  　

規
則

第
56条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
資

金
前

渡
職

員
を

指
定

す
る

こ
と

（
５

の
表

の
支

出
負

担
行

為
の

決
裁

事
項

が
副

署
長

等
専

決
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

６
号

中
「

こ
と

」
の

次
に

「
（

副
署

長
等

専
決

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

」
を

加
え

、
同

欄
第

12号
中

「
書

類
」

を
「

文
書

」
に

改
め

、
同

欄
第

41号
中

「
一

件
」

を
「

１
件

」
に

、
「

3,000万
円

」
を

「
5,000万

円
」

に
、

「
検

査
を

し
」

を
「

契
約

担
当

者
に

よ
る

検
査

又
は

検
査

員
の

任
命

に
よ

る
検

査
を

し
」

に
改

め
、

同
欄

中
第

103号
を

第
105号

と
し

、
第

47号
か

ら
第



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

102号
ま

で
を

２
号

ず
つ

繰
り

下
げ

、
同

欄
第

46号
中

「
一

件
」

を
「

１
件

」
に

、
「

3,000万
円

」
を

「
5,000万

円
」

に
、

「
の

確
認

を
行

い
」

を
「

を
確

認
す

る
た

め
の

契
約

担
当

者
に

よ
る

検
査

又
は

検
査

員
の

任
命

に
よ

る
検

査
を

し
」

に
改

め
、

同
号

を
同

欄
第

47号
と

し
、

同
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

（
48  ）

約
款

第
38条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
工

事
（

１
件

の
設

計
金

額
が

５
億

円
未

満
の

も
の

に
限

る
。

）
の

出
来

形
部

分
等

を
確

認
す

る
た

め
の

検
査

依
頼

に
よ

る
検

査
を

し
、

そ
の

結
果

を
受

注
者

に
通

知
す

る
こ

と
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
中

第
45号

を
第

46号
と

し
、

第
42号

か
ら

第
44号

ま
で

を
１

号
ず

つ
繰

り
下

げ
、

同
欄

第
41号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

（
42  ）

約
款

第
31条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
工

事
（

１
件

の
設

計
金

額
が

５
億

円
未

満
の

も
の

に
限

る
。

）
の

完
成

を
確

認
す

る
た

め
の

検
査

依
頼

に
よ

る
検

査
を

し
、

そ
の

結
果

を
受

注
者

に
通

知
す

る
こ

と
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

副
署

長
等

の
欄

中
第

12号
を

第
13号

と
し

、
第

１
号

か
ら

第
11号

ま
で

を
１

号
ず

つ
繰

り
下

げ
、

同
欄

に
第

１
号

と
し

て
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
⑴

  　
規

則
第

15条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

検
査

員
を

命
じ

、
又

は
検

査
を

依
頼

す
る

こ
と

（
５

の
表

の
副

署
長

等
専

決
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

８
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

１
号

中
「

第
７

条
」

を
「

第
７

条
第

１
項

」
に

、
「

直
払

品
」

を
「

集
中

調
達

品
」

に
、

「
10万

円
」

を
「

大
分

市
内

の
か

い
に

あ
っ

て
は

20万
円

以
上

、
大

分
市

内
以

外
の

県
内

の
か

い
に

あ
っ

て
は

50万
円

」
に

改
め

、
同

項
の

副
署

長
等

の
欄

第
１

号
中

「
第

７
条

」
を

「
第

７
条

第
１

項
」

に
、

「
、

燃
料

及
び

直
払

品
（

需
用

費
で

購
入

す
る

１
件

の
契

約
に

お
け

る
支

出
見

込
額

が
10万

円
未

満
の

も
の

）
」

を
「

及
び

燃
料

」
に

改
め

、
同

欄
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
　

⑵
  　

規
則

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

規
則

別
表

第
２

の
摘

要
欄

に
掲

げ
ら

れ
た

も
の

と
し

て
、

集
中

調
達

品
（

需
用

費
で

購
入

す
る

１
件

の
契

約
に

お
け

る
支

出
見

込
額

が
大

分
市

内
の

か
い

に
あ

っ
て

は
20万

円
未

満
、

大
分

市
内

以
外

の
県

内
の

か
い

に
あ

っ
て

は
50万

円
未

満
の

も
の

）
を

用
品

要
求

す
る

こ
と

。
　

別
表

第
１

の
５

の
表

の
１

の
部

の
需

用
費

の
項

中
 「

、
購

読
伺

済
の

も
の

並
び

に
用

品
調

達
特

別
会

計
で

取
り

扱
う

用
品

の
要

求
に

係
る

」
を

「
並

び
に

購
読

伺
済

の
」

に
改

め
、

同
部

の
備

品
購

入
費

の
項

中
「

及
び

用
品

調
達

特
別

会
計

で
取

り
扱

う
用

品
の

要
求

に
係

る
も

の
」

を
削

り
、

同
表

の
注

７
中

「
支

出
負

担
行

為
決

議
書

兼
支

出
命

令
書

」
を

「
支

出
負

担
行

為
決

議
兼

支
出

命
令

」
に

改
め

、
同

表
の

注
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。
　

10  　
大

分
県

会
計

規
則

第
15条

第
４

項
に

規
定

す
る

事
務

に
係

る
支

出
負

担
行

為
の

決
裁

に
つ

い
て

は
、

出
納

員
の

決
裁

と
す

る
。

　
別

表
第

２
第

２
号

中
「

引
継

ぎ
、

」
を

「
引

き
継

ぎ
、

」
に

改
め

、
同

表
第

７
号

中
「

証
拠

書
類

」
を

「
証

拠
と

な
る

文
書

」
に

改
め

、
同

表
第

８
号

中
「

資
金

前
渡

精
算

書
」

を
「

精
算

に
係

る
文

書
」

に
改

め
、

同
表

第
９

号
中

「
精

算
書

」
を

「
精

算
に

係
る

文
書

」
に

改
め

、
同

表
中

第
10号

を
削

り
、

第
11号

を
第

10号
と

し
、

第
12号

か
ら

第
21号

ま
で

を
１

号
ず

つ
繰

り
上

げ
る

。
　

　
　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
12号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

警
　

察
　

学
　

校
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
　

大
分

県
警

察
の

臨
時

的
任

用
職

員
の

管
理

に
関

す
る

訓
令

（
昭

和
43年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

21号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

長
　

種
　

田
　

英
　

明
　

　
第

３
条

第
８

項
中

「
臨

時
的

任
用

職
員

面
談

・
人

事
評

価
調

書
」

を
「

臨
時

的
任

用
職

員
面

談
・

能
力

評
価

調
書

」
に

改
め

る
。

　
第

６
条

第
１

項
中

「
臨

時
的

任
用

職
員

面
談

・
人

事
評

価
調

書
に

よ
り

、
」

を
「

臨
時

的
任

用
職

員
面

談
・

能
力

評
価

調
書

に
よ

る
評

価
そ

の
他

」
に

改
め

る
。

　
第

４
号

様
式

中
「

臨
時

的
任

用
職

員
面

談
・

人
事

評
価

調
書

」
を

「
臨

時
的

任
用

職
員

面
談

・
能

力
評

価
調

書
」

に
、

「
●

人
事

評
価

」
を

「
●

能
力

評
価

」
に

、
「

人
事

評
価

の
」

を
「

能
力

評
価

の
」

に
改

め
る

。
　

　
　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
14号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
察

　
本

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

警
　

察
　

学
　

校
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
　

大
分

県
警

察
の

特
別

職
非

常
勤

職
員

及
び

会
計

年
度

任
用

職
員

の
管

理
に

関
す

る
規

程
（

令
和

２
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

26号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

長
　

種
　

田
　

英
　

明
　



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

三

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

　
第

５
条

第
９

項
中

「
会

計
年

度
任

用
職

員
面

談
・

人
事

評
価

書
」

を
「

会
計

年
度

任
用

職
員

面
談

・
能

力
評

価
書

」
に

改
め

る
。

　
第

９
条

中
「

又
は

法
」

を
「

又
は

」
に

改
め

る
。

　
第

13条
の

見
出

し
中

「
面

接
」

を
「

面
談

」
に

改
め

、
同

条
第

１
項

中
「

会
計

年
度

任
用

職
員

面
談

・
人

事
評

価
書

に
よ

り
、

」
を

「
会

計
年

度
任

用
職

員
面

談
・

能
力

評
価

書
に

よ
る

評
価

そ
の

他
」

に
改

め
る

。
　

第
19条

第
２

項
第

１
号

及
び

第
３

号
中

「
期

末
手

当
」

の
次

に
「

及
び

勤
勉

手
当

」
を

加
え

る
。

　
第

21条
の

次
に

次
の

５
条

を
加

え
る

。
　

（
勤

勉
手

当
基

礎
額

）
第
 21条

の
２

　
第

20条
の

規
定

は
、

報
酬

条
例

第
４

条
の

２
第

１
項

の
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
20条

中
「

第
２

条
第

９
項

」
と

あ
る

の
は

、
「

第
４

条
の

２
第

１
項

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
　

（
勤

勉
手

当
の

支
給

割
合

）
第
 21条

の
３

　
報

酬
条

例
第

４
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
勉

手
当

の
支

給
割

合
は

、
次

条
に

規
定

す
る

会
計

年
度

任
用

職
員

の
勤

務
期

間
に

よ
る

割
合

（
同

条
に

お
い

て
「

期
間

率
」

と
い

う
。

）
に

第
21条

の
６

に
規

定
す

る
会

計
年

度
任

用
職

員
の

勤
務

成
績

に
よ

る
割

合
（

同
条

に
お

い
て

「
成

績
率

」
と

い
う

。
）

を
乗

じ
て

得
た

割
合

と
す

る
。

　
（

勤
勉

手
当

の
期

間
率

）
第
 21条

の
４

　
期

間
率

は
、

基
準

日
以

前
６

か
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

の
勤

務
期

間
の

区
分

に
応

じ
て

、
常

勤
職

員
の

例
に

よ
り

定
め

る
割

合
と

す
る

。
　

（
勤

勉
手

当
の

算
定

基
礎

と
な

る
勤

務
期

間
）

　
第
 21条

の
５

　
第

21条
の

規
定

は
、

前
条

に
規

定
す

る
勤

務
期

間
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

21条
第

１
項

中
「

報
酬

条
例

第
２

条
第

９
項

」
と

あ
る

の
は

、
「

第
21条

の
４

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
　

（
勤

勉
手

当
の

成
績

率
）

第
21条

の
６

　
成

績
率

は
、

100分
の

210以
下

の
範

囲
内

で
、

警
務

部
長

が
定

め
る

。
　

第
22条

（
見

出
し

を
含

む
。

）
中

「
期

末
手

当
」

の
次

に
「

及
び

勤
勉

手
当

」
を

加
え

る
。

　
第

28条
第

２
項

中
「

第
２

条
第

４
号

イ
⑵

」
を

「
第

２
条

第
５

号
イ

⑵
」

に
改

め
、

同
条

第
３

項
第

２
号

中
「

同
条

第
２

号
」

を
「

同
条

第
１

号
」

に
改

め
る

。
　

第
８

号
様

式
中

「
期

末
手

当
」

の
次

に
「

及
び

勤
勉

手
当

」
を

加
え

る
。

　
第

９
号

様
式

中
「

会
計

年
度

任
用

職
員

面
談

・
人

事
評

価
書

」
を

「
会

計
年

度
任

用
職

員
面

談
・

能
力

評
価

書
」

に
、

「
●

人
事

評
価

」
を

「
●

能
力

評
価

」
に

、
「

人
事

評
価

の
」

を
「

能
力

評
価

の
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
16号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
警

　
　

察
　

　
署

　
　

保
護

取
扱

規
程

（
昭

和
35年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

17号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

長
　

種
　

田
　

英
　

明
　

　
第

12条
第

１
号

中
「

第
14号

」
を

「
第

144号
」

に
改

め
る

。
　

第
20条

中
第

４
項

を
削

り
、

第
５

項
を

第
４

項
と

し
、

第
６

項
を

第
５

項
と

し
、

第
７

項
を

第
６

項
と

す
る

。
　

第
22条

第
１

項
中

第
５

号
及

び
第

６
号

を
削

り
、

第
７

号
を

第
５

号
と

し
、

第
８

号
か

ら
第

13号
ま

で
を

２
号

ず
つ

繰
り

上
げ

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。


